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募集学童保育所、対象小学校等
地域 学童保育所名 開設場所 対象小学校 問い合わせ

二
本
松

どんぐりクラブ 同朋幼稚園内 二本松北小学校（１～２年）
子育て支援課子ども家庭
係☎（55）5094
※二本松北小学校４年生は、
施設の受入れ人数の制限
により、住所地によって
施設が異なります。

にほんまつ北児童クラブ 二本松北小学校内
二本松北小学校（３～４年）
※４年生は、住所地が下記以外
の地区

アフタースクールまゆみ 認定こども園まゆみ跡地
（竹田２-133）

二本松北小学校（４～６年）
※４年生は、住所地が竹田・根
崎・表地区

二本松南学童保育所 二本松福祉センター内 二本松南小学校

二本松市社会福祉協議会
風の子クラブ
（二本松福祉センター内）
☎（23）4123

塩沢学童保育所 塩沢住民センター内 塩沢小学校
岳下学童保育所 勤労者福祉会館内 岳下小学校
安達太良学童保育所 安達太良小学校内 安達太良小学校
原瀬学童保育所 はらせ幼稚園内 原瀬小学校
杉田学童保育所 杉田子ども館内 杉田小学校
大平学童保育所 大平小学校内 大平小学校
石井学童保育所 石井幼稚園内 石井小学校

安
達

油井第１学童保育所
安達支所内 油井小学校（２～６年）

安達支所地域振興課
市民福祉係☎（23）9074
※油井小学校区は、利用希
望者数の状況によって開
設場所および学年を変更
する場合があります。

油井第２学童保育所
油井第３学童保育所 油井幼稚園内

油井小学校（１年）
木みどりクラブ ふくしまグリーンキャンバ

ス内（油井字中田地内）
渋川学童保育所 あだちこども館内 渋川小学校
川崎学童保育所 川崎小学校内 川崎小学校

岩
代 岩代学童保育所 岩代保健センター内 小浜・新殿・旭小学校 岩代支所地域振興課

市民福祉係☎（65）2818
東
和 東和学童保育所 東和支所内 東和小学校 東和支所地域振興課

市民福祉係☎（66）2495

対象世帯 保育料（※） おやつ教材代 保険代
①令和５年分の所得税課税世帯 3,000円/月 2,000～3,000円／月

※�保護者会等で別途協議し
決定となります。

800円／年②①以外の方で、令和５年度の市民税課税世帯 1,500円/月
③生活保護世帯および令和５年度の市民税非課税世帯 無料
※同一世帯で２人以上同時に入所する場合、２人目以降の保育料は半額。ひとり親世帯はいずれの所得区分でも半額。

対 象児童
　新年度に小学１年生から６年生までの児童で、下校後、保護者の就労等のため家庭での保育が困難な児童
　※�利用希望者が多い場合は、低学年優先の入所とし、高学年は入所保留となることがあります。
保育料等

令和６年度 学童保育所入所児童募集

開設時間　平日　13：00～18：30　土曜日、長期休校日　７：30～18：30
※�土曜日や学校長期休校日は、複数の学童保育所を合同で開設する場合があります。
申込方法
　添付書類を添えて、申請書を提出してください。申請書は受付場所にあるほか、市ウェブサイトからもダウ
ンロードできます。
申込受付
・受付期間　１/９（火）～31（水）
　※�受付期間終了後も随時受け付けしますが、学童が定員数に達した場合、入所保留になることがあります。
・受付場所・時間
　各学童保育所　…　13：00～18：30
　�子育て支援課（市役所１階）、各支所地域振興課、二本松市社会福祉協議会二本松南学童保育所（風の子クラブ）
　…　８：30～17：15

◎問い合わせ…子育て支援課子ども家庭係☎（55）5094 Fax（22）1547
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国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
で
、
受
診
月
ご
と
の
医
療

費
の
額
が
一
定
の
金
額（
自
己
負

担
限
度
額
：
下
表
の
と
お
り
）を

超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
分

が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。
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も
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証
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世
帯
内
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加
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全
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込
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通
帳
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請
先
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国
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年
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役
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１
階
）
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各
支
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興
課

留
意
点

・
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等
の

自
己
負
担
分
は
支
給
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

・
未
払
い
が
あ
る
場
合
、
支
払
い

が
済
ん
で
か
ら
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

・
70
歳
未
満
の
方
の
受
診（
入
院

と
外
来
は
別
計
算
）に
つ
い
て

は
、
一
医
療
機
関
に
つ
き
２
万

１
千
円
以
上
の
自
己
負
担
を
し

た
場
合
の
み
合
算
で
き
ま
す
。

・
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
は
、

医
科
と
歯
科
、
外
来
と
入
院
の

区
別
な
く
合
算
で
き
ま
す
。

70歳以上 75歳未満 の方の自己負担限度額（月額）
　　70歳以上 75歳未満の方は、外来（個人単位）の限度額Aを適用後に、外来+入院（世帯単位）の限度額Bを適用します。

所得区分 （�高齢受給者証
の負担割合）

住民税課税
所得額

外　来
（個人単位）A

外来+入院（世帯単位）B
３回目まで ４回目以降※

現役並み所得者Ⅲ
（３割）

690万円以上 252,600円+（医療費の総額－ 842,000円）×１％ 140,100円
現役並み所得者Ⅱ 380万円以上 167,400円+（医療費の総額－ 558,000円）×１％ 93,000円
現役並み所得者Ⅰ 145万円以上 ���80,100円+（医療費の総額－ 267,000円）×１％ 44,400円

一　般
（２割）

－ 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者（Ⅱ） 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得者（Ⅰ） 所得０円 8,000円 15,000円

※���受診月から過去 12カ月間に、同じ世帯で高額医療費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

70歳未満 の方の自己負担限度額（月額）
所得区分
【総所得金額等】※1 ３回目まで ４回目以降

※2

901万円超 252,600円
+（医療費の総額－ 842,000円）×１％ 140,100円

600万円超
　901万円以下

167,400円
+（医療費の総額－ 558,000円）×１％ 93,000円

210万円超
　600万円以下

80,100円
+（医療費の総額－ 267,000円）×１％ 44,400円

210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

国　保 国民健康保険に加入されている方へ
高額療養費申請のご案内

※ 1【総所得金額等】＝総所得金額（収入金額－必要経費－給与所得控除－公的
年金等控除等）－基礎控除（43万円）。世帯内の国保加入者全員の所得で計
算します。

※ 2 過去 12カ月間に、同じ世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の
限度額です。
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控
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◎
問
い
合
わ
せ
…

税
務
課
市
民
税
係

☎（
55
）５
０
８
５

Fax（
22
）０
７
９
０

二
本
松
税
務
署

☎（
22
）１
１
９
２

※
二
本
松
税
務
署
は
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
に
よ
る
案
内
と
な
り
ま
す
。

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
操
作
し

て
く
だ
さ
い
。

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の合算額が、上の表の限度
額を超えた場合、その超えた分が支給されます。ただし、合算には次の条件が
あります。
・２つ以上の医療機関にかかった場合は別計算。
・同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算。
・別計算分は、21,000 円以上自己負担した分同士についてのみ合算可能。

・
世
帯
に
未
申
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方
が
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る
場

合
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付
時
に
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
い
た
め
、
上

位
所
得
者（
９
０
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後
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が
あ
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す
。

・
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収
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し
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る
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合

は
、
受
給
額
が
発
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し
な
い
、

も
し
く
は
減
額
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
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０
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）１
５
４
７

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課




